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１ 策定の背景及び目的 

 

成年後見制度は、認知症、知的障がいや精神障がいなどによって判断能力が不

十分な人の権利や財産を守るための制度として、平成１２年に施行されました。 

その後、認知症高齢者や精神障がい者は増加しており、成年後見制度の必要性が

高まっているにもかかわらず、十分に利用されていないという状況が明らかにな

ったことから、総合的・計画的に利用促進の施策を進める枠組みとして、平成 

２８年に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、平成２９年に

は国の「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定されました。現在進行中の

「第二期成年後見制度利用促進基本計画」では、地域共生社会の実現に向け、本

人を中心とした支援・活動における考え方として「権利擁護支援」を位置付けた

上で、地域連携ネットワークにおける権利擁護支援策の一層の充実など成年後見

制度の利用を促進する取組を実施することとされています。 

  本市ではこれまで、地域福祉計画に成年後見制度の利用促進を含む権利擁護の

推進を位置付け、成年後見センターを中心として成年後見制度の周知啓発や利用

支援、相談体制の整備などに取り組んできたところですが、成年後見制度の利用

促進に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進基

本計画を策定するものです。 
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２ 基本計画の位置付け 

   

本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律第１４条第１項に規定する 

「成年後見制度の利用促進施策に関する基本的な計画」に位置付けられるものです。 

福祉施策の上位計画である「第４次入間市地域福祉計画（計画期間：令和６年

度～令和１０年度）が掲げる基本理念「みとめあい 支え合い ともに生きるま

ちづくり」に基づき、特に同計画の「権利擁護支援の理解促進と利用支援」及び

「権利擁護ネットワークの推進」について、より具体的な事項を定めたものであ

り、同計画に包含される計画となります。 

国の基本計画を勘案するとともに、第６次入間市総合計画その他市の関連計画

との整合を図り、取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

 

            

       

 

 

 

 

入間市総合計画 

 

 

地域福祉活動計画 
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地域福祉計画 

高齢者、障がい者、児童等の福

祉分野における共通事項を横

断的に記載 

 

障がい者福祉プラン 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

こども計画 

健康いるま 21計画 

地域防災計画 

入間市 入間市社会福祉協議会 

成年後見制度利 

用促進基本計画 

事業計画 

中期経営計画 

支援 相互に 

補完・補強 
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３ 計画の期間 

  

 本計画の計画期間は、第４次入間市地域福祉計画に合わせ、令和８年度から令

和１０年度までとしますが、国の「第二期成年後見制度利用促進基本計画」の計

画期間が令和４年度から令和８年度までの５年間となっていることから、国等の

動向を踏まえ、必要に応じて見直すものとします。 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

 

 

地域福祉計画 

 

 

 

   見直し 

 

 

本計画 

 

    見直し 
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４ 入間市における成年後見制度の現状と課題 

   

入間市では、成年後見センター業務を入間市社会福祉協議会への委託により実

施し、相談支援、研修講座の実施など成年後見制度の周知啓発及び利用促進に取

り組んでいます。 

  成年後見センターへの相談件数は増加傾向にあるものの、認知症と思われる高

齢者の人数を踏まえると、潜在的なニーズがあると考えられることから、制度の

周知や支援が必要な方を早期に発見し、支援につなげる取組を更に進めていく必

要があります。 

  利用者支援については、申立人不在の場合の市長による申立てや、その場合の

申立費用及び後見人等報酬の助成、入間市社会福祉協議会への委託による法人後

見事業、市民後見人の養成を行っています。利用者の増加が見込まれる中、限ら

れた財源の中で利用者支援の更なる充実のため、市としての支援の在り方を検討

し、制度の整備を進めていく必要があります。 

  また、自分の望んだ地域で生活を続けることができるよう地域全体で支援して

いくための環境づくり、本人や支援者を関係機関や地域住民がフォローしていく

体制づくりを進めていく必要があります。 

 

本市の認知症と思われる人数（令和５年（2023年）10月１日現在） 

高齢者数（Ａ） 認知症と思われる人数（Ｂ）※ 高齢者に対する割合（Ｂ）／（Ａ） 

44,343人 6,094 人 13.7％ 

※認定審査会資料における日常生活自立度Ⅱ以上の数値 

（入間市第 10次高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画より） 

 

療育手帳所持者数（令和７年３月３１日現在） 

最重度（Ⓐ） 重度（Ａ） 中度（Ｂ） 軽度（Ｃ） 合計 

２００件 ２２９件 ３７６件 ４０４件 １,２０９人 
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精神障害者保健福祉手帳所持者数（令和７年３月３１日現在） 

１級 ２級 ３級 合計 

１４７人 １,１６６人 ６６９人 １,９８２人 

 

成年後見センターにおける相談受付件数の推移 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

４２件 ３２件 ４９件 ６３件 ５４件 ６２件 

 

入間市社会福祉協議会における法人後見受任件数 

 

 

 

市長申立て件数 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

高齢者支援課 １７件 １４件 １８件 ２５件 １２件 ２３件 

障害者支援課 ５件 ０件 １件 ２件 １件 ５件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

９件 ３件 １件 ５件 ３件 ５件 
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５ 計画の体系 

   

元気ないるま福祉プランの基本理念「みとめあい 支え合い ともに生きるま

ちづくり」、基本目標「誰ひとり取り残さない地域づくり」を踏まえ、成年後見制

度利用促進基本計画を次のように定めます。 

 

 

 

 

基本方針 一人ひとりの権利が守られ、意思が尊重される環境づくり 

 

施策の方向性 

成年後見制度の啓発を図るとともに、成年後見制度を安心して利用できる環境

づくりを推進するため、以下の施策に取り組みます。 

 

施策１  権利擁護支援の理解促進と利用支援 

   重点事業１  成年後見制度の利用支援 

   重点事業２  福祉サービス利用援助事業の利用促進 

   重点事業３  権利擁護に関する理解促進 

 

施策２  権利擁護支援の地域連携ネットワークの推進 

   重点事業１  権利擁護支援の地域連携ネットワークに関する協議体制の 

整備 

   重点事業２  法人後見事業の充実 

   重点事業３  権利擁護人材の育成 

 

 

 

 

入間市成年後見制度利用促進基本計画 

 



- 8 - 

 

施策１  権利擁護支援の理解促進と利用支援 

 近年、高齢化の進行に伴い、認知症高齢者の増加も見込まれています。また、日

常生活での判断などに不安を抱える方へのサポート、障がい者の「親亡き後」の対

応といった判断能力が不十分な人の権利を擁護する成年後見制度の必要性がますま

す高まっています。成年後見センターに寄せられる相談の数は増加傾向にあるもの

の、認知症と思われる高齢者の数と比較して著しく少ない状況にあり、権利擁護や

成年後見制度に関する理解・活用が進む仕組みづくりが必要です。 

  

重点事業１  成年後見制度の利用支援   

 市民が成年後見制度を正しく理解できるよう、わかりやすい資料の提供に努め

るとともに、様々な媒体を活用した情報提供を推進します。 

 また、経済的な理由が成年後見制度の利用の妨げにならないよう申立人不在の

場合の市長による申立て、申立費用及び後見人等報酬の助成制度の在り方を検討

します。 

【主な取組】 

取組 内容 担当課 

成年後見制度に関する相談

支援の充実 

成年後見制度の利用が必要な

人を早期に発見し支援につな

げるため、相談支援の充実に

努めます。 

福祉総務課 

障害者支援課 

高齢者支援課 

成年後見制度に関する周

知・啓発 

成年後見制度を正しく理解で

きるよう情報の提供や研修講

座を実施します。 

福祉総務課 

 

 

申立費用及び後見人等報酬

の助成制度の在り方の検討 

利用支援拡大のため、申立費

用及び後見人等報酬の助成制

度の在り方について検討しま

す。 

福祉総務課 

障害者支援課 

高齢者支援課 

 

重点事業２ 福祉サービス利用援助事業の利用促進 

 成年後見制度の利用に至る前の段階において、物忘れなどのある高齢者や知的

障がい・精神障がいのある方が安心した生活を送れるよう、定期的に訪問して福
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祉サービスの利用や日常生活に必要な金銭の出し入れに関する援助を行う「あん

しんサポートねっと」の利用を促進します。 

【主な取組】 

取組 内容 実施機関 

日常生活自立支援事業の利

用促進 

日常生活自立支援事業「あん

しんサポートねっと」の利用

を促進することにより本人の

意思を尊重しながら暮らしを

支援します。 

社会福祉協議会 

 

 

重点事業３ 権利擁護に関する理解促進 

日常生活での判断などに不安を抱える方が、自分の望んだ地域で自分らしく安

心して暮らし続けることができるよう、地域における権利擁護に関する理解を促

進します。 

【主な取組】 

取組 内容 担当課 

権利擁護に関する啓発 権利擁護に関する講演会、講

座などにより、地域での権利

擁護に関する意識啓発を図り

ます。 

福祉総務課 

障害者支援課 

高齢者支援課 

介護保険課 

人生会議と終活ノート（入

間市版エンディングノー

ト）の活用推進 

元気なうちから将来に備えて

考えるきっかけづくりに努め

ます。 

高齢者支援課 

 

 

 

 

【評価指標】 

指標名 単位 
現況値 

（令和６年度） 
目標値 

成年後見センターにおける相談

受付件数 
件 ６２ １００ 
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施策２ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの推進 

 高齢者の増加に伴い、成年後見制度などの権利擁護支援を必要とする人の増加が

見込まれます。その中には、自ら支援を求めることが難しい方もいます。さらに、

抱える悩みや課題が多岐にわたる場合もあります。 

 地域住民がこうした方々の存在に気づき、早い段階で支援につなげるとともに、

支援につないだ後は本人や支援者を関係機関や地域住民がフォローしていくため

に、さまざまな関係機関と地域の連携が必要です。 

 

 重点事業１  権利擁護支援の地域連携ネットワークに関する協議体制の整備 

地域内で関係者が連携し、支援を必要としている方を適切な制度につなげ、一

人ひとりにふさわしい支援が行えるよう権利擁護支援の地域連携ネットワークの

整備に努めます。 

【主な取組】 

取組 内容 担当課 

「チーム」による支援体制

の整備 

日常的に本人を見守り、本人

の意思や状況を継続的に把握

し、必要な対応を行う仕組み

（「チーム」による支援体制）

づくりに取り組みます。 

福祉総務課 

障害者支援課 

高齢者支援課 

権利擁護支援の地域連携ネ

ットワークにおける協議会

の設置 

「チーム」に対し法律・福祉

の専門職団体や関係機関が必

要な支援を行えるよう権利擁

護支援の地域連携ネットワー

クにおける協議会を設置しま

す。 

福祉総務課 

 

 

権利擁護支援の地域連携ネ

ットワークの拡充 

「チーム」に対して必要な支

援を行える関係機関が増える

よう権利擁護支援の地域連携

ネットワークの更なる拡充を

目指します。 

福祉総務課 

 

 

※ チームとは、成年後見人等だけでなく、本人に関わる親族、福祉・医療・地

域等の関係者が連携して、本人を支援する体制のこと。 



- 11 - 

 

  

重点事業２ 法人後見事業の充実 

  日常生活での判断などに不安を抱える方が、自分の望んだ地域で自分らしく安

心して暮らし続けることができるよう、中核機関の機能の充実を図ります。 

【主な取組】 

取組 内容 担当課 

権利擁護のための支援の進

行管理機能の充実 

権利擁護のための支援方針の

検討、成年後見人等候補者の

推薦、モニタリングなど支援

の流れに即した支援の充実に

努めます。 

福祉総務課 

 

 

 

重点事業３ 権利擁護人材の育成 

 地域における権利擁護支援の体制を充実させるため、市民後見人を育成すると

ともに市民後見人の活動の支援に努めます。 

【主な取組】 

取組 内容 担当課 

市民後見人（後見支援員）

の養成 

意思決定支援や身上保護など

多様な選択に向けた担い手の

育成に努めます。 

福祉総務課 

 

 

市民後見人（後見支援員）

への支援 

市民後見人（後見支援員）か

らの相談対応、市民後見人に

対するフォローアップ研修の

実施など市民後見人（後見支

援員）の活動を支援します。 

福祉総務課 

 

 

※ 身上保護とは、被後見人の生活や療養看護に関する職務をいいます。例え

ば、被後見人の住居の確保及び生活環境の整備、施設の入退所の契約、入院の

手続などを行うことをいいます。 
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【評価指標】 

指標名 単位 
現況値 

（令和６年度） 
目標値 

協議会の設置 ― なし 設置 
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６ 評価 

  

計画に基づく事業の進捗状況、今後の方向性について確認し、総合的に検討及

び評価する機関として入間市地域福祉計画進行管理委員会を位置付け、毎年計画

の進捗状況を評価します。 

 

  

 

 

 

 

 

事業実施計画の策定 計画に沿った事業実施 

実績等を踏まえた

取組の改善 

事業実施結果の 

評価・検証 


